
1 

 

渡航⽀援⾦について 
 
⼀定の家計基準（１．）⼜は派遣期間（２．）を満たしている場合、対象者となります。 
両⽅に該当する場合は、①のみ⽀給となります。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 本制度では、家族構成や在籍⼤学等の学種 設置形態を問わず、上記の家計基準を満た
すことを証明できる派遣学⽣に渡航⽀援⾦を⽀給します。 
※2 年⾦のうち、⽼齢年⾦は収⼊に含みます。遺族年⾦、障害年⾦は含みません。 
※3 養育費は収⼊に含みません。 
 
⽀給を希望する場合は、以下 1）2）の必要書類を準備し、 
渡航開始⽉の２か⽉前の 10 ⽇までに、国際課留学⽣交流係に提出してください。 
（例．８⽉３０⽇出発→ ６⽉ 10 ⽇まで／９⽉１⽇出発→７⽉ 10 ⽇まで） 
 
１）学校に提出すべき書類（写し可） 

 
⽣計維持者とは、原則として⽗⺟双⽅（⽗⺟共にいない場合は代わって⽣計を維持してい

る主たる⼈）となります。ただし、⼤学院⽣については、独⽴⽣計であると本⼈より申告が
あった場合は、下記の表「V その他（独⽴⽣計等）」を確認して下さい。 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. 家計基準 
⽣計維持者全員の収⼊･所得⾦額の合計が次の⾦額である派遣学⽣が対象 

原則 2025 年度所得証明書にて 
給与所得者の場合 年間収⼊⾦額（税込）が 300 万円以下 
給与以外の所得を含む場合 年間所得⾦額（必要経費等控除後）200 万円以下 

2. 派遣期間 
新規登録時の奨学⾦⽀給回数が 6 回（31 ⽇×6）以上の派遣学⽣が対象 
登録変更により⽀給回数が 6 回未満から 6 回以上になっても対象にはなりません。 

それぞれの⽀給⾦額は下記の通りとなります。 
１.16 万円     ２.1 万円 
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2）収⼊・所得を証明する書類 
 
原則、2026 年度所得証明書で、（1）家計基準を満たしているか確認して下さい。 
 
 
 

 
※1 2026 年 6 ⽉頃までに派遣学⽣として登録する者で、2026 年度所得を証明する書類の発⾏

が間に合わない場合は、2025 年度所得を証明する書類で構いません。 
※2「合計所得⾦額（無収⼊の場合、０円と記載のあるもの）」が記載された証明書に限ります。 
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